
【概要】
飲食店の受動喫煙対策の傾向を把握するために、店舗の出入口付近に掲示されている店内の喫煙環境を示す標識の掲示状況を調査しました。

【調査期間】
令和７年12月１日～12月16日

【調査対象】（右図赤線内の区域）
以下の区域で営業している飲食店（1,111店舗）

札幌市中央区北1～5条、大通、南1～4条、西5～8丁目・
札幌市中央区北1～5条、大通、南1～4条、東1～4丁目
（ただし、南4条は国道36号線　より北側の地区のみ）

【調査方法】
札幌市から委託を受けた調査員が、店舗の外側から店舗出入口
付近に掲示すべき標識の有無を調査。
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・その他の標識の例や掲示すべき標識の確認は、札幌市公式ホームページ

「施設に掲示しなければならない標識の例」や「札幌市受動喫煙対策ハン

ドブック」の施設管理者編をご確認ください。

・「施設に掲示しなければならない標識の例」

（https://www.city.sapporo.jp/kenko/wellness/tabako/hyousiki.html）
・「札幌市受動喫煙対策ハンドブック」

（https://www.city.sapporo.jp/kenko/wellness/tabako/jyudouguide.html）



   





業種例

・喫茶店

・ファミリーレストラン

・そば・うどん店

・寿司店

・上記以外の日本料理店（てんぷら料理、かつ丼、かに料理、牛丼、鍋料理、串カツ、鉄板焼き、おでん、沖縄料理店など）

・西洋料理店（レストラン、洋食レストラン、フランス料理、イタリア料理、スペイン料理など）

・中華料理店

・韓国料理店（焼肉店を含む）

・ラーメン店

・その他の専門店（お好み焼き店、カレー専門店、アジア料理、インド料理、ハワイ料理、タイ料理、ベトナム料理、サンドイ

ッチ、おにぎり専門店、ジンギスカン、創作麺料理店、創作料理店、肉料理店、スープ専門店など）

・一般食堂（定食屋など）

・ファストフード店

・その他上記以外の飲食店（たこ焼き・焼きそば、コーヒー専門店、パン専門店、洋菓子店、メイド喫茶など）

・バー・スナック（クラブ、スモーキーラウンジ、ワイン専門店など）

・酒場・ビヤホール（居酒屋、焼鳥屋など）

・非該当店舗（今回、該当なし。調査対象なしのみ）

・不明（今回、該当なし）





 


